
 町内のあなたの「空き家」や「空き地」を               

未来につなぎませんか？？ 
空き家を放置すると傷みが進行し、改修や修繕、草木の除去にかかる費用等が大きく 

 なります。自身での定期的な管理が難しい場合は、「川崎町空き家バンク」を利用し、 

早めの活用を検討しましょう。  

◇川崎町空き家バンクの概要  

町内にある空き家(又は空き地)の賃貸・売却を希望される所有者に対し、町と連携(※１)している宅地建

物取引業者(※2)を紹介するとともに、所有者から提供された物件情報を町のホームページおよび(公社)福

岡県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という)の賃貸・売買不動産サイトに登録・公開することで、

空き家(又は空き地)を利用したい人に対して広く情報発信を行うものです。 

 

【空き家バンクの流れ（全体イメージ図）】※空き地も同様の取り扱いです 

 

※1：詳細は、「川崎町空き家所有者情報の活用による既存住宅流通促進官民連携実施要領」を参照ください。 

※2：（公社）福岡県宅地建物取引業協会（以下、「宅建協会」）の会員である宅地建物取引業者 

 

【ご利用にあたっての注意点】 

■登録の手数料は無料です。 

■物件の賃貸・売買契約（上図：「③媒介契約」）は、町と連携している宅建協会の会員（宅地建物取引 

業者）が媒介※を行います。成約時に、媒介手数料が必要となります。また、物件によっては現地調 

査等に関連して別途費用が発生する場合があります。 ※媒介とは、仲介のことをいいます。 

■町は、物件の賃貸・売買等の交渉や契約に関して、直接関与しません。 

 

 

 



◇物件の登録手続き 

物件掲載を希望される方は、下記「対象物件について」、「申込の流れ」、「必ずお読みください」、「その他

の注意点」をご覧いただき、必要書類を受付窓口へ持参または郵送にてご提出ください。 

対象物件について 

◯町内の空き家（又は空き地）が対象となります。空き家には、併用住宅（店舗兼用住宅）も含まれます。 

◯暴力団等反社会的勢力による空き家バンクの利用はできません。 

◯また、申し込み時点で、専属専任媒介(※)契約、専任媒介契約、一般媒介契約のいずれの契約も締結さ

れていない空き家（又は空き地）が対象となります。 （※）媒介とは、仲介のことをいいます。 

◯相続登記ができていない又は共有者の意思確認ができないなどの理由で賃貸や売買が困難なもの、も 

しくは老朽化等により入居の目的が達せられないと判断されるものなどについては、登録をお断りす 

ることがあります。 

申込みの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥媒介契約 

④提出 

③送付 

宅建協会  

空き家・空き地の所有者 

Step１ 意向確認アンケートの回答 

① 空き家バンクへの登録を希望する方（物件所有者）は、「意向確

認アンケート(記入用)」を町ホームページからダウンロードしてく

ださい。（受付窓口でも配布しております） 

② アンケートにご回答の上、物件所在地が分かる地図を添付し、受

付窓口へご提出（もしくはご郵送）ください。 

■様式（アンケート）   

空き家活用に関する意向確認アンケート(PDF形式) 

空き地活用に関する意向確認アンケート(PDF形式) 

Step２ 情報提供同意書の提出 

③ 町は、アンケート回答状況をふまえ、宅地建物取引業者の紹介を希

望する方（申込者）に対して、「情報提供同意書(記入用)」をお送り

します。 

④ 申込者は、同意書にご記入の上、受付窓口へご提出（もしくはご郵

送）ください。 

⑤ 町は、内容を確認の上、同意書を宅建協会の会員（宅地建物取引

業者）へ情報提供します。 

⑥ 宅建協会の会員（宅地建物取引業者）と媒介契約等の手続きを行 

います。 

■様式（同意書） …後日、町からお送りします。 

空き家活用に関する情報提供同意書(Word形式) 

空き地活用に関する情報提供同意書(Word形式) 

受付窓口・送付先 

〒827-8501 福岡県田川郡川崎町大字田原 789-2 

川崎町役場 企画情報課 電話 ：0947－72－3000(内)303・304 

受付窓口：月曜日～金曜日（平日）9:00～17:00 

 

空き家・空き地の所有者 

川崎町 

①ダウンロード 

・窓口配布 

②提出 

意向確認 

アンケート 

 

 

 

 

 

情報提供 

同意書 

(送付) 

川崎町 

⑤ 情報提供 

空き家・空き地の所有者 

内容確認 

意向確認 

アンケート 

(回答) 

 

 

情報提供 

同意書 

(記入) 

⑦物件登録・公開 【賃貸・売買不動産サイト】 

「ふれんず」 

地図 



必ずお読みください 

◯「意向確認アンケート」、「情報提供同意書」に記載された個人情報は、本業務の目的以外には

利用いたしません。 

◯必ず売買・賃貸できるとは限りません。ご希望に沿えないこともございますので、あらかじめ

ご了承ください。 

◯空き家（又は空き地）の売買や賃貸等の交渉・媒介契約は、宅建協会の会員(宅地建物取引業

者)と所有者の話し合いのもとに行っていただきます。 

◯町は「情報提供同意書」を宅建協会の会員(宅地建物取引業者)へ情報提供しますが、空き家・

空き地の売買や賃貸等の交渉・媒介契約については、直接これに関与いたしません。 

◯媒介契約が成立した場合は、手数料が必要となります。また、物件によっては現地調査等に関

連して別途費用が発生する場合があります。詳しくは、依頼する宅地建物取引業者にご確認く

ださい。 

 

その他の注意点 

◆建物状況調査（インスペクション）の実施 
空き家の売買に関する媒介契約をされた物件については、空き家の現在の状態を確認する

「建物状況調査（インスペクション）」の実施が必要(注)です。 

（注）実施費用について、町の助成制度が活用できます。（件数に限りがあります） 

 

住まいの健康診断 

～福岡県・宅建協会が応援する建物状況調査（インスペクション）事業～ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   


